
令 和 ５ 年
３月14日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

山
口
県
公
文
書
管
理
委
員
会
規
則
（
学
事
文
書
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
市
町
課
）

二

…
…
…
…
…
…

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
障
害
者
支
援
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
農
林
水
産
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…

○
県
議
会
規
則

山
口
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

山
口
県
公
文
書
管
理
委
員
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
七
号

山
口
県
公
文
書
管
理
委
員
会
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
口
県
公
文
書
等
管
理
条
例
（
令
和
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
第
三
十
三

条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
口
県
公
文
書
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
組

織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
任
期
）

第
二
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

⚒

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
長
）

第
三
条

委
員
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

⚒

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

⚓

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員

が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
四
条

委
員
会
の
会
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

⚒

会
議
の
議
長
は
、
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

⚓

会
議
は
、
会
長
（
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す

る
委
員
）
及
び
二
人
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

⚔

会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
部
会
）

第
五
条

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

⚒

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

⚓

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

⚔

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

⚕

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
部
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら

部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

⚖

部
会
の
会
議
は
、
部
会
に
属
す
る
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な

い
。

⚗

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

⚘

前
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
準
用
す
る
。

（
庶
務
）

第
六
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
学
事
文
書
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
委

員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則
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令和５年３月14日 火曜日 山 口 県 報 （号 外−８）














目

次
















こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
八
号

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
口
県
規
則
第
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
一
号
の
七
ヘ
」
を
「
別
表
第
一
号
の
七
リ
」
に
改

め
、
同
条
第
一
号
中
「
旅
券
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
外
務
省
令
第
十
一
号
」
を
「
旅
券
法
施
行
規
則

（
令
和
四
年
外
務
省
令
第
十
号
」
に
、
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
二
号

イ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
に
改

め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

省
令
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
又
は
提
出
を

求
め
る
こ
と
。

第
一
条
の
二
第
四
号
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
（
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」

を
「
第
七
条
第
二
項
の
」
に
、
「
求
め
る
」
を
「
受
け
る
」
に
改
め
、
「
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

省
令
第
七
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
、
及
び
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
示
又

は
提
出
を
求
め
る
こ
と
(省
令
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)。

七

省
令
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
、
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
又
は
提
出

を
求
め
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
号
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
」
を
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
山
口
県
規
則
第
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細

則
」
に
、
「
規
則
」
」
を
「
旧
規
則
」
」
に
、
「
（
規
則
」
を
「
（
旧
規
則
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
規
則
」
を
「
旧
規
則
」
に
改
め
る
。

第
十
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
第
三
十
三
号
の
三
ノ
、
第
三
十
三
号
の
四
ケ
、
第
三
十
三

号
の
五
ノ
、
第
三
十
三
号
の
六
ノ
」
を
「
別
表
第
三
十
三
号
の
二
ノ
、
第
三
十
三
号
の
三
ケ
、
第
三
十

三
号
の
四
ノ
、
第
三
十
三
号
の
五
ノ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、
同

条
第
五
項
第
八
号
中
「
及
び
第
十
二
条
第
三
項
」
を
削
り
、
「
第
八
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
三

項
」
に
改
め
、
「
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
」
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
宅

地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法

に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
十
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
第
五
項
第
十
五
号
の
改
正
規
定

令
和
五
年
五
月
二
十
六
日

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
九
号

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
（
平
成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚘

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
（
法
第
二
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。
）
を
行
う
事
業
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
所
し
、
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定

児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障

が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の

保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
の
二
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
十
一
条
の
二

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
当
該
指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
所
外
で

の
活
動
及
び
取
組
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
障
害
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き

二
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は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚒

指
定
児
童
発
達
支
援
事
業
者
は
、
障
害
児
の
送
迎
を
目
的
と
し
た
自
動
車
（
運
転
者
席
及
び
こ
れ

と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ
り
一
つ
後
方
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席
を
有
し

な
い
も
の
そ
の
他
利
用
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ
と
同
程
度
に
障
害
児
の
見
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
日
常
的
に
運
行
す
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
そ

の
他
の
車
内
の
障
害
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
を
備
え
、
こ
れ
を
用
い
て
前
項
に
定
め
る
所

在
の
確
認
（
障
害
児
の
降
車
の
際
に
限
る
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
七
条
及
び
第
五
十
八
条
中
「
第
十
号
」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第
七
項
中
「
第
三
項
（
」
を
「
第
四
項
（
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同

条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
若
し
く
は
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
入
所
し
、
又
は
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
入
園
し
て
い
る
児
童
と
基
準
該
当
児
童
発
達
支
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い

る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
、
障
害
児
の
支
援
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
障
害
児
の
支
援

に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
第
六
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

⚒

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
（
居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を

行
う
者
及
び
保
育
所
等
訪
問
支
援
に
係
る
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
行
う
者
を
除
く
。
）
は
、
改
正

後
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
自
動
車
を
日
常
的
に
運
行
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車

に
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
車
内
の
障
害
児
の
見
落
と
し
を
防
止
す
る
装
置
（
以
下
「
ブ
ザ
ー
等
」
と
い

う
。
）
を
備
え
る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
自
動
車
に
ブ
ザ
ー
等
を
備
え
て
同
条
第
一
項
に
定
め
る
障
害

児
の
所
在
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
は
、

ブ
ザ
ー
等
の
設
置
及
び
使
用
に
代
わ
る
措
置
を
講
じ
て
障
害
児
の
所
在
の
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
号

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平

成
二
十
四
年
山
口
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
を
第
九
条
の
三
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
）

第
九
条
の
二

指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
は
、
障
害
児
の
当
該
指
定
福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
外

で
の
活
動
及
び
取
組
の
た
め
の
移
動
そ
の
他
の
障
害
児
の
移
動
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
す
る
と
き

は
、
障
害
児
の
乗
車
及
び
降
車
の
際
に
、
点
呼
そ
の
他
の
障
害
児
の
所
在
を
確
実
に
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
り
、
障
害
児
の
所
在
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
第
九
条
の
二
」
を
「
第
九
条
の
三
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
一
号

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則
(平
成
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十
三
号
)の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
使
用
」
を
「
施
設
の
使
用
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
山
口
県
農
林
総
合

技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
」
を
「
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
施
設
使
用
許
可
申
請
書
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
」
を
「
山

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
施
設
使
用
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
使
用
」
を
「
施
設
の
使
用
」
に
改
め
、
同
条
中
「
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ

二
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ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書
又
は
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
」
を

「
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
施
設
使
用
許
可
申
請
書
又
は
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
施

設
使
用
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
使
用
」
を
「
施
設
の
使
用
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
九
条

の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
機
器
の
使
用
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条

農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
の
機
器
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ

ン
タ
ー
機
器
使
用
許
可
申
請
書
(別
記
第
三
号
様
式
)を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
器
の
使
用
の
許
可
等
）

第
十
一
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
機
器
使
用
許
可
申
請
書

の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
、
使
用
を
許
可
す
る
か
ど
う
か
の
決
定

を
し
、
そ
の
結
果
を
当
該
山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
機
器
使
用
許
可
申
請
書
を
提
出
し
た
者

に
対
し
て
通
知
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「山

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
使
用
許
可
申
請
書

」
を
「山

口
県
農
林
総

合
技
術
セ
ン
タ
ー
施
設
使
用
許
可
申
請
書

」
に
、
「の

使
用

」
を
「の

施
設
の
使
用

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「山

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書

」
を
「山

口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
施
設
使
用
許
可
事
項
変
更
許
可
申
請
書
」
に
、
「使

用

」
を
「施

設
の
使

用

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
⚓
号
様
式
（
第
10条
関
係
）

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
機
器
使
用
許
可
申
請
書
年

月
日

山
口
県
知
事
様

郵
便
番
号

申
請
者
住

所
氏

名
（
電
話

局
番
）

下
記
の
と
お
り
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
の
機
器
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
い
の
で
、
山
口
県
農

林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
規
則
第
10条
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

使
用
し
よ
う
と

す
る
機
器

名
称

使
用
期
間

年
月

日
時

分
か
ら

年
月

日
時

分
ま
で

使
用

の
目

的

使
用
責
任
者
氏
名

使
用

人
員

人

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項

注
申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
名
称
及
び
代
表

者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

四
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

県

議

会

山
口
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日

山
口
県
議
会
議
長

柳

居

俊

学

山
口
県
議
会
規
則
第
一
号

山
口
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
二
十
条
」
の
下
に
「
・
第
百
二
十
一
条
」
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
中
「
、
印
刷
し
て
」
を
削
る
。

第
百
二
十
条
を
第
百
二
十
一
条
と
し
、
第
十
七
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
配
布
に
代
わ
る
措
置
）

第
百
二
十
条

議
長
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
（
第
二
十
七
条
（
投
票
用
紙
の
配
布
及
び
投
票
箱
の
点

検
）
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
配
布
す
る
文
書
の
記
載
内
容
と
同
一
の
内
容
を
電
磁
的
方
法
（
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
議
長

が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
議
員
（
第
百
十
五
条
（
会
議
録
の
配
布
）
の
会
議
録
に
あ
つ
て

は
、
議
員
及
び
関
係
者
）
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
つ

て
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
配
布
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
五
年
三
月
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
三
月
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


